
(57)【要約】

【課題】一枚のシート基材の要所の折り曲げ，貼り着け

で形成され、梱包現場で容易に組み立てでき、十分な緩

衝機能を持った紙製緩衝体を備えた紙製梱包箱を提供す

る。

【解決手段】左右の方形状部３３、脇息部２０と補強板

２３の重合部分、内底壁２８とで製品嵌合部３１が補強

される紙製緩衝体Ａを、各折線の折り曲げにより、緩衝

機能を有する組み立て状態と、略偏平な折り畳み状態と

に変形自在とすることが出来る。
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【特許請求の範囲】

【請求項１】紙製板材からなる一枚のシート基材の要所

の折り曲げと貼り着けにより、底壁，前縁壁，内底板で

形成される横部分と、後面壁，上縁壁，前面壁で形成さ

れる縦部分を有する略Ｌ形のケース形状に組み立てられ

る紙製緩衝体であって、

横部分は、底壁前端から折れ曲がる前縁壁と、前縁壁上

端から折れ曲がる内底板と、内底板先端から折れ曲がり

後面壁に貼り着ける固定板と、底壁，前縁壁，内底板で

囲まれる緩衝空間を有し、

縦部分は、底壁後端から折れ曲がる後面壁と、後面壁上

端から折れ曲がる上縁壁と、上縁壁先端から折れ曲がる

前面壁と、前面壁下端から折れ曲がり内底板に重合状に

貼り着ける重合板と、後面壁，上縁壁，前面壁で囲まれ

る緩衝空間を有し、

重合板と内底板により二重板状の内底壁を形成すると共

に、

内底板の左右両側には切込みにより、内底壁から分離し

内底壁と前面壁の間の折角に反する逆折角により内底壁

の左右両側に立ち上がる脇息部を形成して、左右脇息部

と前面壁と内底壁で囲まれる部分を製品嵌合部とし、

さらに底壁の左右両側には切込みにより、底壁から分離

し前記逆折角と対角をなす折角により底壁の中間部位に

立ち上がる支持板と、支持板上端から折れ曲がり脇息部

下面に重合状に貼り着ける補強板を形成し、

前縁壁の左右両端部、底壁の左右両端部、脇息部、支持

板及び補強板で囲まれる左右の方形状部と、脇息部と補

強板の重合部分と、二重板状の内底壁とで製品嵌合部を

補強してなる紙製緩衝体。

【請求項２】紙製板材からなる一枚のシート基材の要所

の折り曲げと貼り着けにより、底壁，前縁壁，内底壁で

形成される横部分と、後面壁，上縁壁，前面壁で形成さ

れる縦部分を有する略Ｌ形のケース形状に組み立てられ

る紙製緩衝体であって、

横部分は、底壁前端から折れ曲がる前縁壁と、前縁壁上

端から折れ曲がる内底壁と、内底壁先端から折れ曲がり

後面壁に貼り着ける固定板と、底壁，前縁壁，内底壁で

囲まれる緩衝空間を有し、

縦部分は、底壁後端から折れ曲がる後面壁と、後面壁上

端から折れ曲がる上縁壁と、上縁壁先端から折れ曲がる

前面壁と、前面壁下端から折れ曲がり内底壁に重なって

縦部分の組み立て状態を係止する係止板と、後面壁，上

縁壁，前面壁で囲まれる緩衝空間を有し、

内底壁の左右両側には切込みにより、内底壁から分離し

内底壁と固定板の間の折角に反する逆折角により内底壁

の左右両側に立ち上がる脇息部を形成して、左右脇息部

と前面壁と内底壁で囲まれる部分を製品嵌合部とし、

さらに底壁の左右両側には切込みにより、底壁から分離

し前記逆折角と対角をなす折角により底壁の中間部位に

立ち上がる支持板と、支持板上端から折れ曲がり脇息部

下面に重合状に貼り着ける補強板を形成し、

前縁壁の左右両端部、底壁の左右両端部、脇息部、支持

板及び補強板で囲まれる左右の方形状部と、脇息部と補

強板の重合部分とで製品嵌合部を補強してなる紙製緩衝

体。

【請求項３】上記各折り曲げ部分を折り曲げ自在とし

て、緩衝機能を有する組み立て状態と、略偏平な折り畳

み状態とに変形自在に形成した請求項１又は２記載の紙

製緩衝体。

【請求項４】紙製板材からなる一枚のシート基材の要所

を折り曲げて展開状態から箱形のケース形状に組み立て

可能な箱本体の内底部に、請求項３記載の紙製緩衝体を

少なくとも左右一対状に備えた紙製梱包箱。

【請求項５】箱本体は、底面板の外端から折れ曲がる前

後左右の側面板と、何れかの側面板の上端から折れ曲が

る蓋板を有し、紙製緩衝体はその底壁又は後面壁を前記

底面板又は側面板に固定され、箱本体が展開状態の時は

紙製緩衝体も折り畳み状態にあり、側面板を立ち上げる

と紙製緩衝体も組み立て状態に立ち上がるよう形成した

請求項４記載の紙製梱包箱。

【発明の詳細な説明】

【０００１】

【発明の属する技術分野】本発明は、例えばノートパソ

コン，プリンタ等の電子応用機器，精密機器やその他各

種の製品を梱包する際に用いる製品保護用の紙製緩衝体

及びその紙製緩衝体を備えた紙製梱包箱に関し、詳しく

は、段ボール等の紙製板材からなるシート基材を折り曲

げて組み立てる紙製緩衝体に関する。

【０００２】

【従来の技術】段ボール製梱包箱に梱包するノートパソ

コンなどの製品を保護するための緩衝体として、ウレタ

ンフォームや発泡スチロール製の緩衝体が用いられてい

るが、近年では廃棄後の処理が難しく環境に対する悪影

響が懸念され、使用を制限する方向にある。

【０００３】このような緩衝体の代替品として近年、段

ボール等の紙製板材からなるシート基材を折り曲げて組

み立てる紙製緩衝体が各種提案されているが、従来の紙

製緩衝体は、複数枚のシート基材により製造現場にて略

ケース形状に組み立てられ、組み立てた状態で梱包現場

に輸送するようになっているので、保管，輸送のための

コストが増大するという問題がある。これらコストの低

減のため、梱包現場で容易に組み立てることができる紙

製緩衝体が要望されている。

【０００４】本発明はこのような従来事情に鑑みなされ

たもので、その目的とする処は、一枚のシート基材の要

所の折り曲げ，貼り着けで形成されると共に、梱包現場

において容易に組み立てることが出来、且つ十分な緩衝

機能を持った紙製緩衝体と、このような紙製緩衝体を備

えた紙製梱包箱を提供することにある。

【０００５】
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【課題を解決するための手段】上述の目的を達成するた

めに本発明の請求項１は、底壁前端から折れ曲がる前縁

壁、前縁壁上端から折れ曲がる内底板、内底板先端から

折れ曲がり後面壁に貼り着ける固定板、底壁，前縁壁，

内底板で囲まれる緩衝空間を有する横部分と、底壁後端

から折れ曲がる後面壁、後面壁上端から折れ曲がる上縁

壁、上縁壁先端から折れ曲がる前面壁、前面壁下端から

折れ曲がり内底板に重合状に貼り着ける重合板、後面

壁，上縁壁，前面壁で囲まれる緩衝空間を有する縦部分

とからなる略Ｌ形ケース形状に組み立てられる紙製緩衝

体であって、重合板と内底板により二重板状の内底壁を

形成し、内底板の左右両側には切込みにより、内底壁か

ら分離し内底壁と前面壁の間の折角に反する逆折角によ

り内底壁の左右両側に立ち上がる脇息部を形成して、左

右脇息部と前面壁と内底壁で囲まれる部分を製品嵌合部

とし、さらに底壁の左右両側には切込みにより、底壁か

ら分離し前記逆折角と対角をなす折角により底壁の中間

部位に立ち上がる支持板と、支持板上端から折れ曲がり

脇息部下面に重合状に貼り着ける補強板を形成し、前縁

壁の左右両端部、底壁の左右両端部、脇息部、支持板及

び補強板で囲まれる左右の方形状部と、脇息部と補強板

の重合部分と、二重板状の内底壁とで製品嵌合部を補強

する補強部を形成することを要旨とする。

【０００６】本発明の請求項２は、底壁前端から折れ曲

がる前縁壁、前縁壁上端から折れ曲がる内底壁、内底壁

先端から折れ曲がり後面壁に貼り着ける固定板、底壁，

前縁壁，内底壁で囲まれる緩衝空間を有する横部分と、

底壁後端から折れ曲がる後面壁、後面壁上端から折れ曲

がる上縁壁、上縁壁先端から折れ曲がる前面壁、前面壁

下端から折れ曲がり内底壁に重なって縦部分の組み立て

状態を係止する係止板、後面壁，上縁壁，前面壁で囲ま

れる緩衝空間を有する縦部分とからなる略Ｌ形ケース形

状に組み立てられる紙製緩衝体であって、内底壁の左右

両側には切込みにより、内底壁から分離し内底壁と固定

板の間の折角に反する逆折角により内底壁の左右両側に

立ち上がる脇息部を形成して、左右脇息部と前面壁と内

底壁で囲まれる部分を製品嵌合部とし、さらに底壁の左

右両側には切込みにより、底壁から分離し前記逆折角と

対角をなす折角により底壁の中間部位に立ち上がる支持

板と、支持板上端から折れ曲がり脇息部下面に重合状に

貼り着ける補強板を形成し、前縁壁の左右両端部、底壁

の左右両端部、脇息部、支持板及び補強板で囲まれる左

右の方形状部と、脇息部と補強板の重合部分とで製品嵌

合部を補強する補強部を形成することを要旨とする。

【０００７】尚、請求項１又は２において、後面壁と固

定板、内底板と重合板、脇息部と補強板等の各貼り着け

部分は、例えば接着剤等を用いた接着手段で貼り着ける

ことが例示できる。また、上記横部分は必ずしも横に位

置するものに限定されず、また縦部分も必ずしも縦に位

置するものに限定されず、横部分が縦に位置し縦部分が

横に位置しても、本発明の要旨から外れるものではな

い。

【０００８】しかして、上記のように形成することで、

請求項１では左右方形状部、脇息部と補強板の重合部

分、内底壁とで製品嵌合部が補強され、請求項２では左

右方形状部、脇息部と補強板の重合部分とで製品嵌合部

が補強される。

【０００９】請求項１又は２の紙製緩衝体は、各折り曲

げ部分を折り曲げ自在として、緩衝機能を有する組み立

て状態と、略偏平な折り畳み状態とに起立倒伏自在とす

ることが出来る（請求項３）。ここで、請求項１に係る

紙製緩衝体では、固定板が後面壁に固定され且つ重合板

が内底板に固定されているので、倒伏（折り畳み）状態

にある紙製緩衝体を立ち上げれば、横部分と縦部分が自

動的に組み立てられた状態となる。請求項２に係る紙製

緩衝体では、固定板が後面壁に固定されているので、倒

伏状態にある紙製緩衝体を立ち上げると、まず横部部が

自動的に組み立てられ、次いで係止板を内底壁に重ねる

ことで、縦部分が組み立てられる。

【００１０】本発明の紙製梱包箱は、紙製板材からなる

一枚のシート基材の要所を折り曲げて展開状態から箱形

のケース形状に組み立て可能な箱本体の内底部に、請求

項３の紙製緩衝体を少なくとも左右一対状に備えたもの

である（請求項４）。

【００１１】また本発明の紙製梱包箱は、箱本体が、底

面板の外端から折れ曲がる前後左右の側面板と、何れか

の側面板の上端から折れ曲がる蓋板を有し、紙製緩衝体

はその底壁又は後面壁を前記底面板又は側面板に固定さ

れ、箱本体が展開状態の時は紙製緩衝体も折り畳み状態

にあり、側面板を立ち上げると紙製緩衝体も立ち上がり

組み立て状態になるよう形成したものである。

【００１２】処で、本発明に係る紙製緩衝体、紙製梱包

箱の箱本体は、この種技術分野で周知な紙製板材を基材

として作製されるが、該紙製板材としては通常、積層段

ボールが用いられる。

【００１３】

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態の一例

を図面に基づいて説明する。図１～図９に示す例におい

て、符号Ａは請求項１に係る請求項３の一例としての紙

製緩衝体、図１０～図１６に示す例において、符号Ｂは

請求項２に係る請求項３の一例としての紙製緩衝体を示

す。また、符号Ｃ1，Ｃ2はそれら紙製緩衝体Ａ又はＢを

箱本体Ｄ内に備えた請求項４又は５の一例としての紙製

梱包箱を示す。

【００１４】箱本体Ｄは、この種分野において周知な紙

製板材、本例では積層段ボールを所要形状に型抜きし、

且つ所定箇所に谷折り又は山折りとなる折線を形成した

一枚のシート基材からなる。該シート基材は、底面板１

の外端から折れ曲がる前後左右の側面板２，３と、任意

の側面板３の上端から折れ曲がる蓋板４と、側面板２の
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左右両端から折れ曲がる補強面板５と、補強面板５の外

端に設けた係止部６、蓋板４，側面板３に設けた雄雌係

合部７，８を有し、展開状態から箱形のケース形状に組

み立て可能に形成される。

【００１５】紙製緩衝体Ａ又はＢも、この種分野におい

て周知な紙製板材、本例では積層段ボールを所要形状に

型抜きし、且つ所定箇所に谷折り又は山折りとなる折線

を形成した一枚のシート基材ａ又はｂからなる。このシ

ート基材ａ又はｂの要所の折り曲げと貼り着けにより、

紙製緩衝体Ａ又はＢが形成される。

【００１６】以下、まず紙製緩衝体Ａについて説明すれ

ば、紙製緩衝体Ａは図４に示すシート基材ａからなる。

シート基材ａには、底壁１０を中心として、底壁１０の

一方の外端から折れ曲がる前縁壁１１と、前縁壁１１外

端から折れ曲がる内底板１２と、内底板１２外端から折

れ曲がる固定板１３と、底壁１０の他方の外端から折れ

曲がる後面壁１４と、後面壁１４外端から折れ曲がる上

縁壁１５と、上縁壁１５外端から折れ曲がる前面壁１６

と、前面壁１６外端から折れ曲がる重合板１７が、夫々

折線１８を介して形成される。内底板１２の左右両側に

は切込み１９により、内底板１２から分離する脇息部２

０が形成される。底壁１０の左右両側には切込み２１に

より、底壁１０から分離する支持板２２と、支持板２２

上端から折れ曲がり脇息部２０下面に重なる補強板２３

が形成される。

【００１７】このようなシート基材ａを各折線で所要方

向へ折り曲げると共に、固定板１３を後面壁１４に、重

合板１７を内底板１２に、補強板２３を脇息部２０に夫

々接着剤２４で貼り着け、且つ脇息部２０，支持板２

２，補強板２３は折線２５で所要方向へ折り曲げて、紙

製緩衝材Ａを形成する。紙製緩衝材Ａは、横部分Ａ1と

縦部分Ａ2略Ｌ形のケース形状に組み立てられる。

【００１８】横部分Ａ1は、底壁１０前端から折れ曲が

る前縁壁１１、前縁壁１１上端から折れ曲がる内底板１

２、内底板１２先端から折れ曲がり後面壁１４に貼り着

けた固定板１３、底壁１０，前縁壁１１，内底板１２で

囲まれる緩衝空間２６を有する。

【００１９】縦部分Ａ2は、底壁１０後端から折れ曲が

る後面壁１４と、後面壁１４上端から折れ曲がる上縁壁

１５と、上縁壁１５先端から折れ曲がる前面壁１６と、

前面壁１６下端から折れ曲がり内底板１２に重合状に貼

り着ける重合板１７と、後面壁１４，上縁壁１５，前面

壁１６で囲まれる緩衝空間２７を有する。

【００２０】重合板１７と内底板１２は二重板状の内底

壁２８を形成する。

【００２１】また内底壁２８の左右両側には、内底壁２

８から分離し内底壁２８と前面壁１６の間の折角２９に

反する逆折角３０により、内底壁２８の左右両側に立ち

上がる脇息部２０が形成される。左右の脇息部２０，２

０と、前面壁１６と、内底壁２８で囲まれる部分には、

製品嵌合部３１が形成される。

【００２２】底壁１０の左右両側には、底壁１０から分

離し前記逆折角３０と対角をなす折角３２により、底壁

１０の中間部位にて支持板２２が立ち上がり、支持板２

２上端から折れ曲がる補強板２３は、脇息部２０の下面

に重合状に貼り着ける。

【００２３】そうして、前縁壁１１の左右両端部、底壁

１０の左右両端部、脇息部２０、支持板２２、補強板２

３で囲まれる左右の方形状部３３が形成され、この方形

状部３３，脇息部２０と補強板２３の重合部分，内底壁

２８で、製品嵌合部３１が補強される。

【００２４】３４は前面壁１６の左右両側に切込みと折

線により形成した折込板で、これら折込板３４は内側へ

折り込まれ、先端の差込部３５を、後面壁１４に設けた

差込孔３６に差込まれる。また３７は重合板１７の左右

両側に折線により形成した折込板で、これら折込板３７

は脇息部２０の内側へ折り込まれる。これにより、横部

Ａ1と縦部Ａ2の組み立て状態が維持される。

【００２５】また紙製緩衝材Ａは、上記した各折線を折

り曲げ自在に形成して、緩衝機能を有する組み立て状態

（図７中に実線で示す）と、略偏平な折り畳み状態（図

７中に仮想線で示す）とに、起伏変形自在に形成する。

【００２６】さらに紙製緩衝材Ａは左右一組として各々

が、底壁１０を箱本体Ｄの底面板１の左右両側に接着剤

４０で固定され、箱本体Ｄが展開状態の時は紙製緩衝体

Ａも折り畳み状態（図１参照）にあり、側面板２を立ち

上げると紙製緩衝体Ａも組み立て状態に立ち上がる（図

２～図３）よう形成する。

【００２７】以上の構成による本例の紙製梱包箱Ｃ1

は、保管，運搬の際は図１に示すような略偏平な展開，

折り畳み状態にあるので、保管，運搬にかかるコストが

低減される一方、製品梱包現場においては、箱本体Ｄの

組み立てに伴い紙製緩衝体Ａもほぼ自動的に組立てられ

るので、迅速な梱包作業を実現できる。しかも、製品嵌

合部３１に一部を嵌合する製品を、左右の方形状部３

３，脇息部２０と補強板２３の重合部分，二重貼合せ状

の内底壁２８で保護でき、例えばＡ４サイズのノートパ

ソコンやノート型の小型プリンタなどに対応した梱包形

態として、高い緩衝機能を発揮する。

【００２８】次に、紙製緩衝体Ｂについて説明するが、

該緩衝体Ｂはその基本構成を上述した紙製緩衝体Ａと同

じくするもので、同様の構成部分については図中に上記

と同一の符号を付して重複する説明を省略し、紙製緩衝

体Ａとの相違点のみ、以下に説明する。

【００２９】紙製緩衝体Ｂは図１０に示すシート基材

ａ＇からなり、前面壁１６外端には上記重合板１７を備

えず、重合板１７に代えて、内底板１２に重なって縦部

分Ａ2の組み立て状態を係止する係止板４１を、折線１

８を介して形成する。また重合板１７を備えないので、

内底板１２が一枚で内底壁を形成する。また前面壁１６
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の左右両端には、折線４２を介して、脇息部２０の内側

へ折り込む折込板３７を設ける。

【００３０】そうして、このようなシート基材ｂを各折

線で所要方向へ折り曲げると共に、固定板１３を後面壁

１４に、補強板２３を脇息部２０に夫々接着剤２４で貼

り着け、且つ脇息部２０，支持板２２，補強板２３は折

線２５で所要方向へ折り曲げ、さらに係止板４１を内側

へ折り曲げて内底壁（内底板１２）に重ねれば、紙製緩

衝材Ｂが形成される。

【００３１】ここでの縦部分Ａ2は、前記の通り重合板

１７に代えて、前面壁１６下端から折れ曲がり内底板１

２に重なって縦部分Ａ2の組み立て状態を係止する係止

板４２を有する。

【００３２】そうして、左右の方形状部３３と、脇息部

２０と補強板２３の重合部分とで、製品嵌合部３１が補

強される。

【００３３】また紙製緩衝材Ｂは、上記した各折線を折

り曲げ自在に形成して、横部分Ａ1が折り畳み状態にあ

り、縦部分Ａ2が展開状態にある略偏平状態（図１２

（ｂ））と、横部分Ａ1が組み立て状態にあり、縦部分

Ａ2が展開状態にある立上げ状態（図１２（ａ））と、

所要の折線の折り曲げにより縦部分Ａ2が組立てられて

所定の緩衝機能を有する組み立て状態（図１３）とに、

変形自在に形成する。

【００３４】さらに紙製緩衝材Ｂは左右一組として各々

が、底壁１０を箱本体Ｄの底面板１の左右両側に接着剤

４０で固定され、箱本体Ｄが展開状態の時は紙製緩衝体

Ｂは前記偏平状態にあり、側面板２を立ち上げると紙製

緩衝体Ｂは前記立上げ状態に立ち上がる（図１６）よう

形成する。

【００３５】以上の構成によるこの例の紙製梱包箱Ｃ2

は、保管，運搬時において、箱本体Ｄは図１に示す展開

状態で、且つ紙製緩衝体Ｂは図１２（ｂ）に示す略偏平

状態にあるので、保管，運搬にかかるコストが低減され

る。一方、製品梱包現場において、箱本体Ｄの組み立て

に伴い紙製緩衝体Ｂが図１６に示すように前述の立上げ

状態になり、さらに人手により縦部分Ａ2を組立てて所

定の緩衝機能を有する紙製緩衝体Ｂに組み立てるので、

容易な梱包作業を実現できる。しかも、製品嵌合部３１

に一部を嵌合する製品を、左右の方形状部３３，脇息部

２０と補強板２３の重合部分で保護でき、例えば携帯型

パソコンやデータ通信端末などの所謂モバイル機器など

の対応した梱包形態として、高い緩衝機能を発揮する。

【００３６】尚、前述したように紙製緩衝体Ａ，Ｂは後

面壁１４を箱本体Ｄの底面板１の左右両側に固定しても

良く、さらに紙製緩衝体Ａ，Ｂのどちらを用いるかも含

めた変更は、梱包する物品の重量や耐強度などに応じて

適宜に選択するものである。また、紙製緩衝体Ａ，Ｂは

底面板１に貼り着けずに、箱本体Ｄ内に収納状に使用し

ても良い。

【００３７】

【発明の効果】本発明は以上説明したように構成したの

で、下記の効果を有する。請求項１の紙製緩衝体は、一

枚のシート基材の要所の折り曲げ，貼り着けにより形成

される紙製緩衝体において、その製品嵌合部を、左右方

形状部，脇息部と補強板の重合部分，内底壁で補強し、

緩衝機能を大幅に向上し得る。また各折り曲げ部分を折

り曲げ自在とすることで、折り畳み状態にある紙製緩衝

体を立ち上げれば、横部分と縦部分が自動的に組み立て

られ、梱包現場にて迅速に組立てることが出来る。

【００３８】請求項２の紙製緩衝体は、一枚のシート基

材の要所の折り曲げ，貼り着けにより形成される紙製緩

衝体において、その製品嵌合部を、左右方形状部，脇息

部と補強板の重合部分で補強し、緩衝機能を向上するこ

とができる。また各折り曲げ部分を折り曲げ自在とする

ことで、折り畳み状態にある紙製緩衝体を立ち上げれば

横部分が自動的に組み立てられ、梱包現場にて容易に組

立てることが出来る。

【００３９】請求項４では、上記緩衝機能を有する紙製

緩衝体を備えた紙製梱包箱を提供できる。請求項５で

は、箱本体の組み立てに伴い紙製緩衝体も上記の如く迅

速，容易に組立てられる紙製梱包箱を提供できる。

【図面の簡単な説明】

【図１】箱本体の展開状態と紙製緩衝体の折り畳み状態

示す斜視図。

【図２】箱本体、紙製緩衝体の組み立て途中状態示す斜

視図。

【図３】箱本体、紙製緩衝体の組み立て途中状態示す斜

視図。

【図４】紙製緩衝体のシート基材の斜視図。

【図５】同シート基材による紙製緩衝体の作製途中図。

【図６】同シート基材による紙製緩衝体の作製途中図。

【図７】紙製緩衝体の組み立て状態の斜視図。

【図８】図７の(Ｘ)－(Ｘ)線に沿う拡大断面図。

【図９】図８の(Ｙ)－(Ｙ)線に沿う断面図。

【図10】紙製緩衝体のシート基材の斜視図。

【図11】同シート基材による紙製緩衝体の作製途中図。

【図12】(ａ)は紙製緩衝体の立上げ状態図、(ｂ)は略偏

平状態図。

【図13】紙製緩衝体の組み立て状態図。

【図14】図13の(Ｚ)－(Ｚ)線に沿う拡大断面図。

【図15】図14の(Ｗ)－(Ｗ)線に沿う断面図。

【図16】箱本体、紙製緩衝体の組み立て途中状態示す斜

視図。

【符号の説明】

Ａ，Ｂ：紙製緩衝体

ａ，ａ＇:シート基材

１０：底壁

１１：前縁壁

１２：内底板
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１３：固定板

１４：後面壁

１５：上縁壁

１６：前面壁

１７：重合板

２０：脇息部

２２：支持板

２３：補強板

４１：係止板

Ｃ1，Ｃ2：紙製梱包箱

Ｄ：箱本体

【図１】

【図３】 【図４】

【図７】

【図９】

＊

＊
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【図２】 【図５】

【図６】 【図８】

【図１０】

【図１３】



(8) 特開２００１－２１３９

【図１１】 【図１２】

【図１４】 【図１５】

【図１６】


